
報告第１５号 

 

自動車破損事故による損害賠償請求事件に関する専決処分に係る報告につ

いて 

 

 自動車破損事故による損害賠償請求事件に関し、その損害賠償の額の決定及びこれ

に伴う和解について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項及び矢巾町

長専決条例（平成26年矢巾町条例第７号）第２条第２号の規定により別紙のとおり専

決処分したので、同法第180条第２項の規定により、次のとおり報告する。 

 

 

  令和７年 11 月４日提出 

 

 

矢巾町長 高 橋 昌 造 

  



別紙 

 

専 決 処 分 書 

 

 自動車破損事故による損害賠償の額の決定及びこれに伴う和解について、地方自治

法（昭和22年法律第67号）第180条第１項及び矢巾町長専決条例（平成26年矢巾町条

例第７号）第２条第２号の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

 令和７年 10 月 17 日 

 

矢巾町長 高 橋 昌 造 

 

記 

１ 事故名 

   自動車破損事故 

 

２ 事故発生日時 

   令和７年４月18日（金）午後７時40分頃 

 

３ 事故発生場所 

   矢巾町大字高田第２地割地内 

   町道中央１号線 

 

４ 和解及び損害賠償の相手方 

   紫波郡紫波町桜町字中屋敷４－４ ヒルズレジデンシャルＮ24 203号室 

   米澤 穂波 

 

５ 損害賠償の原因 

 相手方が走行中に道路上の穴ぼこの発見に遅れその上を通過したため、自動車

の左側後輪タイヤを破損したものである。 

 

６ 和解の内容 

 損害賠償の額は、７に定めるとおりとし、当事者はともに将来いかなる事由が

発生しても一切の異議を申し立てない。 

 

７ 損害賠償の額 

   5,082円 

 



報告第１６号 

 

自動車破損事故による損害賠償請求事件に関する専決処分に係る報告につ

いて 

 

 自動車破損事故による損害賠償請求事件に関し、その損害賠償の額の決定及びこれ

に伴う和解について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項及び矢巾町

長専決条例（平成26年矢巾町条例第７号）第２条第２号の規定により別紙のとおり専

決処分したので、同法第180条第２項の規定により、次のとおり報告する。 

 

 

  令和７年 11 月４日提出 

 

 

矢巾町長 高 橋 昌 造 

  



別紙 

 

専 決 処 分 書 

 

 自動車破損事故による損害賠償の額の決定及びこれに伴う和解について、地方自治

法（昭和22年法律第67号）第180条第１項及び矢巾町長専決条例（平成26年矢巾町条

例第７号）第２条第２号の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

 令和７年 10 月 17 日 

 

矢巾町長 高 橋 昌 造 

 

記 

１ 事故名 

   自動車破損事故 

 

２ 事故発生日時 

   令和７年４月18日（金）午後７時55分頃 

 

３ 事故発生場所 

   矢巾町大字高田第２地割地内 

   町道中央１号線 

 

４ 和解及び損害賠償の相手方 

   青森県五所川原市大字長橋字橋元73-66 

   其田 彩季 

 

５ 損害賠償の原因 

 相手方が走行中に道路上の穴ぼこの発見に遅れその上を通過したため、自動車

の左側前後輪タイヤ及びホイールを破損したものである。 

 

６ 和解の内容 

 損害賠償の額は、７に定めるとおりとし、当事者はともに将来いかなる事由が

発生しても一切の異議を申し立てない。 

 

７ 損害賠償の額 

   62,160円 

 



報告第１７号 

 

自動車破損事故による損害賠償請求事件に関する専決処分に係る報告につ

いて 

 

 自動車破損事故による損害賠償請求事件に関し、その損害賠償の額の決定及びこれ

に伴う和解について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項及び矢巾町

長専決条例（平成26年矢巾町条例第７号）第２条第２号の規定により別紙のとおり専

決処分したので、同法第180条第２項の規定により、次のとおり報告する。 

 

 

  令和７年 11 月４日提出 

 

 

矢巾町長 高 橋 昌 造 

  



別紙 

 

専 決 処 分 書 

 

 自動車破損事故による損害賠償の額の決定及びこれに伴う和解について、地方自治

法（昭和22年法律第67号）第180条第１項及び矢巾町長専決条例（平成26年矢巾町条

例第７号）第２条第２号の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

 令和７年 10 月 17 日 

 

矢巾町長 高 橋 昌 造 

 

記 

１ 事故名 

   自動車破損事故 

 

２ 事故発生日時 

   令和７年４月18日（金）午後７時55分頃 

 

３ 事故発生場所 

   矢巾町大字高田第２地割地内 

   町道中央１号線 

 

４ 和解及び損害賠償の相手方 

   盛岡市手代森14-16-281 

   田中 美咲 

 

５ 損害賠償の原因 

 相手方が走行中に道路上の穴ぼこの発見に遅れその上を通過したため、自動車

の左側前輪タイヤ及びホイールを破損したものである。 

 

６ 和解の内容 

 損害賠償の額は、７に定めるとおりとし、当事者はともに将来いかなる事由が

発生しても一切の異議を申し立てない。 

 

７ 損害賠償の額 

   47,278円 

 



報告第１８号 

 

自動車破損事故による損害賠償請求事件に関する専決処分に係る報告につ

いて 

 

 自動車破損事故による損害賠償請求事件に関し、その損害賠償の額の決定及びこれ

に伴う和解について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項及び矢巾町

長専決条例（平成26年矢巾町条例第７号）第２条第２号の規定により別紙のとおり専

決処分したので、同法第180条第２項の規定により、次のとおり報告する。 

 

 

  令和７年 11 月４日提出 

 

 

矢巾町長 高 橋 昌 造 

  



別紙 

 

専 決 処 分 書 

 

 自動車破損事故による損害賠償の額の決定及びこれに伴う和解について、地方自治

法（昭和22年法律第67号）第180条第１項及び矢巾町長専決条例（平成26年矢巾町条

例第７号）第２条第２号の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

 令和７年 10 月 17 日 

 

矢巾町長 高 橋 昌 造 

 

記 

１ 事故名 

   自動車破損事故 

 

２ 事故発生日時 

   令和７年４月18日（金）午後８時00分頃 

 

３ 事故発生場所 

   矢巾町大字又兵エ新田第６地割地内 

   町道大沼線 

 

４ 和解及び損害賠償の相手方 

   紫波郡矢巾町大字南矢幅第８地割210番地 アヴェニール田園Ｂ202 

   髙橋 凌 

 

５ 損害賠償の原因 

 相手方が走行中に道路上の穴ぼこの発見に遅れその上を通過したため、自動車

の左側前輪タイヤ及びホイールを破損したものである。 

 

６ 和解の内容 

 損害賠償の額は、７に定めるとおりとし、当事者はともに将来いかなる事由が

発生しても一切の異議を申し立てない。 

 

７ 損害賠償の額 

   26,600円 

 



議案第７１号 

 

   町道中村６号線道路改良工事請負契約の締結について 

 

町道中村６号線道路改良工事請負に関し、次のとおり契約を締結するため、地方自

治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年矢巾町条例第８号）第２条の規定により、

議会の議決を求める。 

 

１ 工 事 名  町道中村６号線道路改良工事 

２ 工 事 場 所  紫波郡矢巾町大字南矢幅地内 

３ 契約の方法  条件付一般競争入札による工事請負契約 

４ 契 約 金 額  １０４，５００，０００円（消費税及び地方消費税込） 

５ 契約の相手方  紫波郡矢巾町大字下矢次第１地割 16 番地 

          くみあい鉄建工業株式会社 

          代表取締役 長 洞  厚 

 

 

 

  令和７年１１月４日提出 

 

 

 

                  矢巾町長 高 橋 昌 造 

 

 

 





























主要な建設改良事業

（資本的収入及び支出の補正）

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

　(1) 職員給与費　　　　　　　  　  25,547千円　　　       481千円　　　　  26,028千円

提出

第４条　予算第７条に定めた経費を次のとおり補正する。

　　 　（　 科目 　）　　　　　 　（既決予定額）　　　（補正予定額）　　　（　　計　　）

第３条　予算第４条本文括弧書を改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する（資

　本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 392,552千円は当年度分消費税資本的収支調整額

　36,452千円及び損益勘定留保資金等 356,100千円で補てんするものとする。）。

　　 　（　 科目 　）　　　　　 　（既決予定額）　　　（補正予定額）　　　（　　計　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　矢巾町長　高　橋　昌　造

議案第７３号

第１条　令和７年度矢巾町下水道事業会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

令和７年度矢巾町下水道事業会計補正予算（第３号）

（総則）

（業務の予定量の補正）

　　 　　管渠建設改良事業　　　　　347,045千円　　　　　   481千円　　　　 347,526千円

　　　　　　支　出

　第１款  公共下水道資本的支出 　  597,980千円　　　　　   481千円　　　   598,461千円

　　第１項　建設改良費　　　　　　 373,442千円　　　　　   481千円　　　　 373,923千円

第２条　令和７年度矢巾町下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務の

　予定量を次のとおり補正する。

　　 　　　　　　　　　　　　　 　（既決予定額）　　　（補正予定額）　　　（　　計　　）

(4)

　　 ア　公共下水道

令和７年１１月４日

-1-



　支　　　出 （単位：千円）

1

1

1 347,526

改 良 費

管 渠 建 設 347,045 481

598,461

資 本 的 支 出 建 設 改 良 費 373,442 481 373,923

公 共 下 水 道 597,980 481

令和７年度矢巾町下水道事業会計補正予算実施計画（第３号）

資本的収入及び支出

計 備考款 項 目 既決予定額 補正予定額

-２-



区分 補正前 補正額 計

１　業務活動によるキャッシュ・フロー

　　　当年度純利益（△は純損失） △ 16,132,000 0 △ 16,132,000

　　　減価償却額 595,839,000 0 595,839,000

　　　引当金の増減額（△は減少） △ 158,000 0 △ 158,000

　　　長期前受金戻入額 △ 327,900,000 0 △ 327,900,000

　　　支払利息 77,238,000 0 77,238,000

　　　固定資産除却損 2,000,000 0 2,000,000

　　　未収金の増減額（△は増加） 38,427,860 0 38,427,860

　　　未払金の増減額（△は減少） △ 92,079,440 0 △ 92,079,440

　　　小計 277,235,420 0 277,235,420

　　　利息の支払額 △ 77,238,000 0 △ 77,238,000

　　　業務活動によるキャッシュ・フロー 199,997,420 0 199,997,420

２　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　有形固定資産の取得による支出 △ 372,126,000 △ 478,000 △ 372,604,000

　　　無形固定資産の取得による支出 △ 16,491,000 0 △ 16,491,000

　　　国庫補助金等による収入 108,036,000 0 108,036,000

　　　一般会計又は他の特別会計からの
　　　繰入金による収入

29,236,000 0 29,236,000

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 251,345,000 △ 478,000 △ 251,823,000

３　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　建設改良費等の財源に充てるための
　　　企業債による収入

287,800,000 0 287,800,000

　　　建設改良費等の財源に充てるための
　　　企業債の償還による支出

△ 408,565,792 0 △ 408,565,792

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 120,765,792 0 △ 120,765,792

　　　資金増減額 △ 172,113,372 △ 478,000 △ 172,591,372

　　　資金期首残高 469,039,081 0 469,039,081

　　　資金期末残高 296,925,709 △ 478,000 296,447,709

令和７年度矢巾町下水道事業補正（第３号）予定キャッシュ・フロー計算書

（令和７年４月１日から令和８年３月31日まで）

（単位：円）

-３-



１　総括

2

1

2

5

2

1

1

4

※２段表記の上段は常勤職員、下段は短時間勤務会計年度任用職員の数値。児童手当は総括表に含まない。

２　給料及び手当の増減額の明細

（千円）

その他の増減分 481 会計間異動等に係る分 481

手当 481 制度改正に伴う増減分 0

その他の増減分 0 会計間異動等に係る分 0

給料 0 給与改定に伴う増減分 0

昇給に伴う増加分 0

区分
増減額

増減事由別内訳（千円） 説明（千円） 備   考

手当の内訳

区分

補正後

0 0 0 0

0
補正前

1,851

340 0 0 0

0
比較

203 0 0 0 0

360

340 0 0 0 0

2,054 146 0 0

146 0 0 360

児童手当
勤務手当

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

勤勉手当 寒冷地手当 管理職手当
管理職員特別

251

0 0 0 0 0 0
比較

0 27 0 0 0

2,215

0 42 0 45 0 420
補正前

300 230 600 1,770 20

45 0 420
補正後

300 257 600 1,770 20

手当の内訳

区 分
扶養手当 通勤手当 住居手当

時間外勤務
夜間勤務手当

0

期末手当
手当

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

0 0 481

2,466

0 42 0

0 0

481

合　　計 1 0 481 481

0 0

資本勘定支弁職員 1 0 481 481

5,197 605 25,547

比
較

損益勘定支弁職員
0 0 0

合　　計 11,766 7,979 19,745

0 0 0 0

0 0

2,851 554 3,405

資本勘定支弁職員 3,434 2,500 5,934 1,557 7,491

7,972

5,197 605 26,028

補
正
前

損益勘定支弁職員
6,328 4,632 10,960

合　　計 11,766 8,460 20,226

3,086 605 14,651

2,004 847

14,651

2,004 847 2,851 554 3,405補
正
後

損益勘定支弁職員
6,328 4,632 10,960 3,086 605

資本勘定支弁職員 3,434 2,981 6,415 1,557

給与費明細書

区   分
職　員　数 給　与　費　 法　定

福利費
引当金
繰入額

合計
特別職 一般職 報酬 給料 手当 計
（人） （人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）（千円） （千円）

-４-



参　考　資　料

令和７年度矢巾町下水道事業会計補正予算明細書（第３号）
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資本的収入及び支出

　支　　　出

既決予定額

1 公 共 下 水 道 597,980

資 本 的 支 出 1 建 設 改 良 費 373,442

1 管 渠 建 設 347,045

改 良 費 2 手 当 2,500

令和７年度矢巾町下水道事業会計補正予算明細書（第３号）

款 項 目 節

-６-



（単位：千円）

補正予定額 計

481 598,461

481 373,923

481 347,526

481 2,981

備考

-７-


